
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

中央卸売市場

仲卸業者の開設区域内販売の承認

徳島市中央卸売市場業務条例

第４９条第１項

（電話 ６２８－２７５９）

第４９条 仲卸業者は，開設区域内において，その許可に係る取扱品目
の部類に属する生鮮食料品等の販売をしようとするときは，当該許可
に係る仲卸しの業務としてする場合を除き，次の各号に掲げる事項を
記載した承認申請書を，あらかじめ市長に申請して承認を受けなけれ
ばならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
 (1) 申請者の氏名又は名称
 (2) 業務の内容
 (3) 業務を営む理由
 (4) 業務開始の予定年月日
 (5) 事業計画
２ 市長は，前項の申請があった場合において，当該申請に係る販売が
仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認める
ときは，これを承認してはならない。
３ 市長は，第１項の承認をしようとするときは，市場取引委員会の意
見を聴かなければならない。この場合において，市場取引委員会は，
委員の少数意見にも十分配慮するものとする。

＊ 仲卸業者開設区域内販売承認申請書は，別紙様式第３８号の３とす
る。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 １５日（休日を除く）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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